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続・成功する人材活用

【各論74】

ベテラン社員の執行役員登用がやぶへびに…
上手な辞めさせ方との思惑が…
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21世紀の労務管理プラン

「執行役員制度」とは、簡単に言うと従来の取締役と従業員の
間に業務執行に対する一定の責任を負う執行役員というポスト
を設けるものです。もともとは大企業において導入された制度で
すが、近年、中小企業においても導入されるケースが見られるよう
になりました。

■ そもそも“執行役員制度”とは？
　この制度が導入された背景としては、主に大企業においては
取締役の人数が多くなり過ぎたことや使用人兼務役員の比率
が高いことに起因して取締役会の形骸化という問題が生じたこ
となどが挙げられています。具体的には、日常の業務執行を執
行役員に委譲することにより取締役の人数を削減していくという
形を取ることになりますので、少数の取締役によって構成される
取締役会の監督機能の強化と大局的な経営戦略のための意
思決定の充実・迅速化、そして執行役員に委ねられたことによる
日常業務の迅速化を狙うということです。中小企業においては、
幹部従業員と他の従業員との権限や待遇面の差別化として執
行役員の肩書を付与することも行われているようです。例えば、
執行役員を選任し、取締役会や経営会議に参加する権利を与

えたり、決裁権限を大幅に委譲したりするとともに、それに見合っ
た待遇としてインセンティブ報酬を与え厳格な守秘義務を課す
などの処遇をする方法です。
　執行役員は会社法に定められた役員ではありませんので株

主代表訴訟の対象にはなりませんし、登記の対象ともなりませ
ん。その制度導入に当たっては会社において選任方法等を「執
行役員規程」を作成して運用します。執行役員の契約形態とし
ては前頁の３つが考えられます。

■ 労働者性を認められれば
　 執行役員の解雇にも制限がかかる
　そこでは、執行役員の労働者性の有無が問題となりえます
が、その権限や業務内容等、実態に即して判断することになりま
す。労働基準法をはじめとする労働関係諸法令上の労働者に
該当するかどうかということです。労働者性が認められれば、解
雇には制限がかかりますし、契約期間を定めたからといって単
純に期間満了により退職というわけにもいきません。高齢者となっ
たベテラン社員を辞めさせるために執行役員への登用を制度と
して導入したのであれば、労使トラブルへと発展することは免れ
ません。余計なことをして悪い結果を招く、まさにやぶへびです。

　さらなる少子高齢化により、日本の労働力人口は2030年まで
に1,000万人近く減少する（推計）といわれています。改正高年
齢者雇用安定法においても事業主が講ずるべき高年齢者雇
用確保措置を義務付けています。（右記参照）若手社員が減
少し、高齢社員が増加するという労働力バランスの中では、いか
に高齢社員を、そのモチベーションを維持しつつ上手に活用す
るかを検討していかざる得なくなるはずです。

一般社団法人　SRアップ21（http://www.srup21.or.jp）
平成6年8月に設立、社会保険労務士（SR）による人事・労務管理の実務家集団で、北は北海道から南は沖縄まで全国的に活動。弁護士・税理士・行政書士など専門士業との関係
強化を積極的に図り、企業のあらゆる相談や手続きをワンストップサービスでサポートしている。
◆職場でよくあるトラブルをドラマ仕立てにしたDVD『人事労務トラブル110番vol.4』販売開始。本誌読者割引あり。お申し込みは03-5799-4864へ。

　高齢社員を継続雇用することで、若手社員を教育し技術（現
場のノウハウ）を伝承できる、また後に続く社員が不安を持つこ
となく仕事を続けられる環境づくりができるなどのメリットもありま
す。社員のモチベーション維持、業務の効率化・活性化も期待
でき、会社の成長につながります。継続雇用制度の見直しを含
め、賃金体系の再構築等人事制度面でのバックアップも必要と
なります。賃金体系に関しては雇用保険高年齢雇用継続給付
や在職老齢年金のしくみ等も上手に利用して、会社も高齢社員
も不利益が少ないような制度設計が望まれます。

（1）委任契約………受任者の人格・能力・適性等に重点を置
き、受任業務に対して報酬を与えること
を約する契約です。委任者と受任者が
対等な関係にあることを前提とした契
約ということになります。

（2）雇用契約………雇用契約とは、従業員の労務の提供に
対し、その結果にかかわらず労務の対
価として賃金を支払うことを約束する契
約です。従業員は使用者の支配服従関
係があることを前提として、従業員の持
つ裁量は小さく、従業員は使用者の指
示命令に従わなければなりません。

（3）(1)と(2)の混合…混合形態とする方法には委任契約と雇
用契約を併存させる方法や基本的には
雇用契約とし、委任関係と類似の権限
や義務を与える方法があります。

－高年齢者雇用安定法において
事業主が講ずるべき高年齢者雇用確保措置－

＊継続雇用制度とは、「現に雇用している高年齢者が希望しているときは、
当該高年齢者をその定年後も引き続き雇用する制度」をいい、原則的に
本人の希望を受け入れるべきものですが、労使協定によって継続雇用制
度の対象となる基準を定めた場合は、希望者全員を対象にしなくてもよい
とされています。

（１）定年の引き上げ
（２）継続雇用制度の導入＊
（３）定年の定めの廃止
　また平成25年4月1日以降、定年等が65歳となるように
段階的な継続雇用義務の年齢が示されています
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